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１ 趣旨 

 市が所有する公共施設等へ命名権（以下「ネーミングライツ」という。）の導入を進めるた

め、「酒田市ネーミングライツ導入基準」に基づき、ガイドラインを作成するものです。 

２ ネーミングライツ導入の目的 

 企業等への広告の機会を拡大し、それによる新たな財源の確保や施設における市民サービスの

向上を目指します。酒田市、契約の相手方（以下「ネーミングライツパートナー」という。）、

市民、それぞれがメリットを得ることが出来るよう取組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ネーミングライツの概要 

 ネーミングライツとは、市の公共施設等に名称（以下「愛称」という。）を付与させる代わり

に、ネーミングライツパートナーから対価（以下「ネーミングライツ料」という。）を得るとい

う内容の契約を行うものです。 

ネーミングライツ料は、施設の維持管理経費に充てることとし、安定した施設運営や市民サー

ビスの向上に役立てるものとします。 

なお、ネーミングライツ導入後、市は積極的に愛称を使用することとしますが、条例で定めて

いる施設名称は変更しないものとします。 

 

酒田市 

市民  パートナー 

企業等の宣伝ができます 

 

企業等の地域貢献を 

認識します 

市民サービスの向上ができます 

施設が使いやすくなり 

  利用回数が増えます 

 維持管理経費の一部を賄えます 

積極的に愛称を使用します    

 施設に愛称をつける   

  ことができます    
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４ 対象施設 

 ネーミングライツを導入する対象の施設（以下「対象施設」という。）は、スポーツ施設、文

化施設、集会施設、公園、市道、橋梁等を想定しています。 

 市役所、コミュニティ施設、学校等は、施設の設置目的を考慮し、ネーミングライツにふさわ

しくないと考え、対象施設から除外しています。 

５ ネーミングライツ導入までの流れ 

 ネーミングライツは特定募集型と提案募集型に分けて行います。 

 特定募集型…市が選定した公共施設及び公園 

       ※ネーミングライツ料は最低応募金額を設定し、対象施設は募集要項に記載します。 

 提案募集型…市が保有する市道及び橋梁、その他の提案 

       ※ネーミングライツ料、路線の区間等、自由な提案を募集します。 

       ※複数施設にわたる一体的な提案等については提案募集型とします。 

（例：○○公園及びその公園内に設置している施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定募集型 提案募集型 

対象施設の選定・募集要項等の決定 

ネーミングライツパートナーの募集 提案の募集 

選定委員会による審査 

交渉者の決定・交渉者との協議 

ネーミングライツパートナーの決定・通知・契約・公表 

愛称の使用開始 

募集要項等の決定 
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６ 愛称 

 施設の愛称は、施設にふさわしいか、親しみやすいかなど、市民の理解を得られるものとし、

契約期間内の変更はできません。 

 また、以下に一つでも該当する場合は、愛称として使用することができません。 

 (1) 公序良俗に反するもの 

 (2) 政治、選挙活動及び宗教活動に関するもの 

 (3) 意見広告及び名刺広告に関するもの 

 (4) 風俗営業に関するもの 

 (5) 商品先物取引及び貸金業に類するもの 

 (6) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの 

 (7) 青少年の健全な育成に反するおそれのあるもの 

 (8) 施設の設置目的又は所在地を誤認させるもの 

 (9) その他市長が不適当と認めるもの 

 なお、愛称が定着したと判断するまでは、施設の正式名称を併記するなど、市民や施設利用者

の混乱を招くことがないよう努めます。 

７ ネーミングライツ料の最低金額 

 特定募集型施設における募集時のネーミングライツ料最低応募金額は、対象施設の施設コス

ト、利用者数、広告媒体としての施設価値を総合的に判断し決定します。 

 ※提案募集型には最低金額は設定しません。 

８ 契約期間 

 ネーミングライツの契約期間は、原則３年以上とします。同じネーミングライツパートナー

が、引き続き同じ施設を対象とし契約する場合は、原則５年以上とします。 

 ただし、指定管理者制度を導入している施設については、指定期間等を考慮し、契約期間を設

定します。 
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９ ネーミングライツパートナーの基準  

 ネーミングライツパートナーは法人格を有する団体とします。 

ただし、以下に一つでも該当する場合は、ネーミングライツパートナーとして応募することが

できません。 

 (1) 風俗業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業に該当する事業等を

営む者 

 (2) 貸金業法で規定する貸金業者のうち、金銭の貸付を主な業として営む者 

 (3) 暴力団排除条例に規定する暴力団員である者 

 (4) 民事再生法又は会社更生法による再生手続又は更生手続開始の決定を受けた者 

 (5) ネーミングライツパートナーの募集を開始する日から６か月前の日までに市の指名停止を

受けたことがある者又は募集を開始する日以降に当該指名停止を受けた者 

 (6) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者  

 (7) 市税等に滞納がある者 

 (8) その他市長が不適当と認める者 

１０ ネーミングライツ料  

 ネーミングライツ料は、年度ごとに納入するものとします。 

 契約期間が年度途中から始まる場合又は年度途中で終わる場合のネーミングライツ料は月割に

より案分計算します。 

 

【例 契約期間：令和 5 年 10 月 1 日から令和 10 年 9 月 30 日 年額：100 万円】 

R5.10.1 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10.9.30 

        

50 万円 100 万円 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 
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１１ ネーミングライツパートナーの募集等 

 (1) 募集方法 

募集は原則年２回行い、市広報、市ホームページ、市ＳＮＳ等に掲載し、公募とします。 

 (2) 募集要項 

   募集の際は、応募に必要な事項等を記載した募集要項及び施設毎の仕様書を作成します。 

仕様書に施設毎の特性や現況、要望等を記載することにより、募集する際の透明性を確保

するとともに、交渉者との協議を円滑に進めます。 

 (3) 応募に必要な書類は以下のとおりです。 

   ア ネーミングライツ申込書（特定募集型又は提案募集型） 

   イ 企業の活動内容がわかるような企業案内パンフレット等 

   ウ 印鑑証明書              エ 誓約書 

   オ 登記事項証明書（商業登記簿謄本）   カ 市が発行する納税証明書 

   キ 役員名簿 

 (4) 費用負担等 

   応募に必要な費用は、応募者が負担するものとします。 

 

１２ 選定方法 

 (1) 審査 

   市は、ネーミングライツパートナー選定委員会を設置し、応募された内容について審査し

ます。審査は採点方式とし、総合得点が最も高い１者をネーミングライツパートナー交渉者

として選定します。なお、次点交渉者は設けません。 

   なお、審査項目は以下のとおりとします。 

   ア ネーミングライツ料 

   イ 契約期間 

   ウ 愛称 

   エ 企業イメージ 

   オ 地域貢献 

   カ 施設貢献 

   キ 継続性 
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１３ ネーミングライツパートナーの決定 

 (1) 協議 

   市は、ネーミングライツパートナー交渉者決定後、愛称の表示に係る内容、方法等につい

て速やかに交渉者と協議します。 

 (2) ネーミングライツパートナーの決定 

   交渉者と協議の上、合意に至った場合のみ、ネーミングライツパートナーとして決定しま

す。なお、合意に至らなかった場合は、不決定とし、協議内容について次回募集の参考にし

ます。 

   また、選定されなかった応募者には、文書にて回答します。 

１４ 契約及び公表 

 (1) 契約の締結 

   ネーミングライツパートナー決定後、速やかに契約を締結します。 

 (2) 公表 

   ネーミングライツパートナーとの契約締結後、市広報、市ホームページ、市ＳＮＳ等に

て、愛称、ネーミングライツパートナー、契約期間、ネーミングライツ料を公表します。 

１５ ネーミングライツパートナーのメリット 

 市は、施設の設置目的や運営内容を踏まえた上で、可能な限り愛称の積極的な使用に努めま

す。（例：チラシやパンフレット等への記載、愛称使用等の周知等） 

 また、ネーミングライツ料の一部を、対象施設の施設修繕料に充て、その内容を施設内に表示

します。 
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１６ 費用負担 

 市とネーミングライツパートナーの費用負担は、下表のとおりとします。 

区分 市 
ネーミングライツ 

パートナー 

ネーミングライツ料  〇 

敷地内外の看板等の表示変更 ※１  〇 

契約期間終了後の原状回復  〇 

市が作成するチラシ等の印刷物及びＨＰ等の 

表示変更 ※２ 
〇  

 ※１ 敷地内外の看板等の表示変更は、市及び関係機関との協議が必要となります。また、必ずしも愛称が記載され

た看板を設置しなければならないというものではありません。 

 ※２ 可能な限り対応しますが、契約時、すでに印刷済みのため、愛称の表記ができないチラシ等もあります。 

１７ 契約の解除 

 ネーミングライツパートナーの瑕疵等によりネーミングライツパートナーの社会的信用が失墜

する等、当該施設等のイメージが著しく損なわれるような事例が発生したと認められるときは、

市は契約期間終了を待たず契約を解除することができるものとします。 

 また、市が当該施設等のイメージを著しく損なうような事例が発生したと認められるときは、

ネーミングライツパートナーの申出により、契約を解除するものとします。 

 

 

 


